
 

平成 23 年 12 月 15 日 

東京電力株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 １号機 

件名 保安検査における指摘事項について 

不適合の 

概要 

 
（事象の発生状況） 
平成 23 年 12 月 13 日に開催された平成 23 年度第３回保安検査（保安規定の遵守状

況の検査）の最終会議において、保安規定にて作成、保存することを定めている記録

のうち、一部の燃料管理記録＊が確認されなかったことについて、保安検査官から保

安規定に抵触する可能性があるとのご指摘を受けました。 

 

この記録は、平成 19 年３月に使用済燃料を１号機から所外に搬出した際に作成す

る記録であり、今回の保安検査に先立ち、保安検査官からの事前要請を受け、記録の

確認を行ったところ当該の記録が所在不明であることを確認いたしました。これに関

しては、12 月２日に不適合としてホームページにて公表をしております。 

 

 
 
＊ 燃料管理記録 

    使用済燃料の種類別の払い出し量、その取り出しから払い出しまでの期間、および

その放射能の量について記録した書類。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

 
＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 
平成 19 年の使用済燃料の搬出については、他の手続きや記録の作成により適切に

行われており、安全上の問題がなかったことを確認しております。また、当該の燃料

管理記録については、他の記録を基に新たに燃料管理記録を作成いたしました。 
 

今後、今回の事象を真摯に受け止め、他の記録を含め、しっかりと管理できるよう

再発防止に努めてまいります。 

 

 


